
運賃
区分 南国市⇔南国市

高知市⇔高知市高知市⇔南国市

200 円300 円大人（中学生以上）
100 円150 円小人（小学生）

無 料 ※必ず保護者同伴のこと幼児（未就学児）
運賃割引：各種障害者手帳（身体、精神、療育）をお持ちの
　　　　　方と介助者は半額

➡
➡

●●●
バス停へ

スーパー
■■■へ

高知龍馬空港方面 ごめん方面

①  8：20  8：35  8：36  8：40
②  9：00  9：15  9：16  9：20
③  9：40  9：55  9：56  10：00
④  10：20  10：35  10：36  10：40
⑤  11：00  11：15  11：16  11：20
⑥  11：40  11：55  11：56  12：00
⑦  12：20  12：35  12：36  12：40
⑧  13：00  13：15  13：16  13：20
⑨  13：40  13：55  13：56  14：00
⑩  14：20  14：35  14：36  14：40
⑪  15：00  15：15  15：16  15：20
⑫  15：40  15：55  15：56  16：00
⑬  16：20  16：35  16：36  16：40
⑭  17：00  17：15  17：16  17：20
⑮  17：40  17：55  17：56  18：00

①  6：30  6：34  6：35  6：50
②  7：10  7：14  7：15  7：30
③  8：00  8：04  8：05  8：20
④  8：40  8：44  8：45  9：00
⑤  9：20  9：24  9：25  9：40
⑥  10：00  10：04  10：05  10：20
⑦  10：40  10：44  10：45  11：00
⑧  11：20  11：24  11：25  11：40
⑨  12：00  12：04  12：05  12：20
⑩  12：40  12：44  12：45  13：00
⑪  13：20  13：24  13：25  13：40
⑫  14：00  14：04  14：05  14：20
⑬  14：40  14：44  14：45  15：00
⑭  15：20  15：24  15：25  15：40
⑮  16：00  16：04  16：05  16：20
⑯  16：40  16：44  16：45  17：00
⑰  17：20  17：24  17：25  17：40

便 JR後免駅 海洋堂 後免町駅 高知龍馬空港 便 高知龍馬空港

は降車

後免町駅 海洋堂 JR後免駅

　路線バスのように、ルートとダイヤが決まって
いる「予約型乗合タクシー」です。
　ルート上であればどこでも乗り降りできます。
■路線
【一宮線】
　刑務所前～医大～布師田～一宮バスターミナル
【美術館通線】　　
　医大～大津バイパス～美術館通

■予約・問い合わせ／株式会社第二さくら交通　　  ® 0120-03-1241  ☎088-831-8088

①南国市デマンド交通実証運行（要予約）

②空港乗合タクシー（要予約）

ワンコインタクシーでより便利に

※時刻表は、利用登録者に別途お知らせします。

せいらん
   自宅 ⇆ 領石出張所など：   300円

   自宅 ⇆ 市中心部： 500円
   自宅 ⇆ 白木谷通： 300円
うめの里   自宅 ⇆ 医大病院： 500円　交通   自宅 ⇆ 市中心部： 500円

　市内平野部の公共交通空白地域を解消するために、事前予約に応じてタクシー車両
で複数の利用者の自宅（居宅）などを回り、利用者が乗り合ってそれぞれの目的地へ移
動する公共交通です。
■利用対象者／南国市にお住まいの方など、自宅と目的地を移動希望の方は、以下の地域に自宅がある方を除き、

どなたでも利用できます。

■運行日時／毎日　6：30～18：00

■片道運賃／500円
■運行ルート／JR後免駅・海洋堂スペースファクトリーなんこく・後免町駅⇔高知龍馬空港
■事前予約／希望時間の30分前までに右記二次元コードか電話で事前予約をしてください。高知龍馬空港方面第

１～３便とごめん方面第１便は、前日17：30までにご連絡ください。
■予約・問い合わせ／有限会社日章ハイヤー  ☎080-7857-5099（専用電話・受付8：00～18：00）

■運行日時／月～金（祝日含む）　13：00～17：00　　■片道運賃／500円
■目的地
【南国市内の病院・診療所】
【大型量販店】　サンプラザ新鮮館緑ヶ丘、サニーアクシス南国店、サンシャインカルディア店、ナンコクスーパー

パステ店、マルナカ南国店
【公共施設】　　南国市役所、図書館ごめんちあ、保健福祉センター、地域交流センターみあーれ、市立17公民館、

スポーツセンター、社会福祉協議会、海洋堂スペースファクトリーなんこく
【バス停留所】　南国市コミュニティバス、安芸線（高知東部交通㈱）のバス停留所
【鉄道駅】　　　ＪＲ土讃線（後免駅のみ）、ごめん・なはり線（後免町駅・立田駅）
【軌道電停】　　路面電車（小篭通・篠原・住吉通・東工業前・後免西町・後免中町・後免東町・後免町）
■事前予約／利用希望日の前日17：30までに、下記二次元コードか電話で事前予約してください。

対象外地域
①市内中心部 　　
あけぼの街道（国道195号）と南国バイパス（国道55号）の間にある以下の地域
廿枝、東崎、野中、小籠、日吉町１～３丁目、駅前町１～５丁目、後免町１～４丁目、後免町、西野田町１～４丁目、
上野田、下野田、大埇、篠原、東山町１～３丁目、幸町１～３丁目、元町１～３丁目、小籠１～２丁目
②他のデマンド交通がある北部山間地域（上倉地区、瓶岩地区）

南国市予約型乗合タクシー（要予約）　

予約型医大病院乗合タクシー（要予約）

南国市コミュニティバス（NACOバス）

■公共交通の問い合わせ　企画課コミュニティ推進係　☎０８８-８８０-６５５３

　北部山間地域を運行する乗合タクシー「せいらん」と「うめの里交通」
では、高知医大や領石出張所以外にも、市中心部に行く便が4便ずつあ
ります。　※市中心部→JR後免駅、南国市役所、後免西町、後免町駅

予約サイトの場合（24時間受付）

デマンド交通 空港乗合

①高知医大～久枝線 6便／6便
②植田～JA高知病院線 7便／6便
③前浜～JA高知病院線 6便／6便
④医療センター～十市～後免町線 7便／7便

■運　　行／毎　日
■運　　賃／定額200円（一部区間300円）
■支払方法
　現金または、ICカード「ですか」が利用可能。
　※バス車内では、チャージのみが可能。
※「ですか」の新規発行などは、後免町のとさでん交
通（株）ごめん町サービスセンターでできます。

■時刻表（令和７年10月のダイヤ改正なし）
　バス停ごとの時刻表は、バス停に掲示しています。
全路線の時刻表は「南国市公共交通マップ」に掲
載しており、市が管理する17地区公民館・図書館・
市役所総合案内などに置いています。また、市のホー
ムページでも公開していますのでご確認ください。

運行イメージ

乗合タクシー乗合タクシー

公共交通▶
のサイト

児童手当

　児童の養育状況が変わっていなけ
れば原則不要ですが、次の方は現況
届の提出が必要です。
　対象の方には書類を送付しますの
で、６月30日㈫までに提出をお願いし
ます。
①配偶者からの暴力などにより、住民
票の住所地が南国市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がな
い方
③離婚協議中で配偶者と別居されて
いる方
④法人である未成年後見人、施設な
どの受給者の方
⑤第3子以降の加算がある方のうち、
学生以外の子がいる方
⑥その他、南国市から提出の案内が
あった方

①支給対象となる児童や、受給に関係
する22歳までの子を養育しなくなっ
たとき

②受給者や配偶者、受給に関係する22
歳までの子の住所が変わったとき
（他の市区町村や海外への転出を
含む）

③受給者や配偶者、受給に関係する22
歳までの子の氏名が変わったとき

④一緒に児童を養育する配偶者を有す
るに至ったとき、または児童を養育し
ていた配偶者がいなくなったとき

⑤受給者の加入する年金が変わった
とき（受給者が公務員になったとき
を含む）
⑥離婚協議中の受給者が離婚をした
とき
⑦国内で児童を養育している者として、
海外に住んでいる父母から「父母指
定者」の指定を受けるとき

児童扶養手当
　ひとり親家庭の生活の安定と自立
を助け、児童の福祉の増進を図ること
を目的に支給される手当です。

　次の要件のいずれかに該当する18
歳未満の児童（本年度で18歳に達す
る児童は年度末まで対象、また中度以
上の障害がある場合は20歳未満の
方）を監護している母または父、もしく
は代わってその児童を養育している方
に支給されます（所得制限あり）。
①父母が離婚した後、父または母と生
計を同じくしていない児童

②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障害（国民年
金の障害等級１級程度）にある児童

④父または母の生死が不明である児童
⑤父または母から引き続き１年以上遺
棄されている児童

⑥父または母が裁判所からのDV保護
命令を受けた児童

⑦父または母が法令により引き続き
１年以上拘禁されている児童
⑧母が婚姻によらずに懐胎した児童
⑨母が懐胎したときの事情が不明で
ある児童

　受給資格者や配偶者および扶養義
務者（同居している受給資格者の直系
血族と兄弟姉妹）の前年の所得や、監
護（養育）する児童数などにより決定し
ます。
■児童１人の場合
・全部支給　48,050円
・一部支給　48,040円～11,340円
■加算
・児童２人目以降　　　
　11,350円～5,680円

受給資格者
（国籍は問いません）

手当額（月額）

母子・父子福祉手当
　配偶者のいない女性または男性、あ
るいは両親を失った18歳に達する年
度末までの児童を扶養している方に
支給されます。

　児童１人につき月額1,000円
※現に児童を扶養している方と児童
が引き続き１年以上市内に在住し
ている方に限ります。なお、南国市
交通遺児手当を受給している方は
該当しません。

手当額

ひとり親家庭等医療費
（申請・更新）

　保険適用になる医療費の自己負担
額を助成します。

①母子・父子家庭の母または父と児童
②準母子・準父子世帯
③父母のいない児童
※児童とは18歳に達する年度末まで
の間にある方

  養育者と該当する児童の健康保険証

・助成を受けるには申請が必要です。
・前年所得を基に判断します。
 ・現在受給中の方は更新手続きが必
要です。書類を送付しますので６月
30日㈪までに手続きをお願いしま
す。

対象
次のいずれかに該当する方

南国市交通遺児手当
　交通事故（車・汽車・電車の運行によ
って生じた事故、海難、航空事故）で父
母、もしくは父または母を失った児童
を対象に18歳に達する年度末まで支
給されます。

　児童１人につき月額2,000円
※１年以上市内に在住し、現に児童を
養育している方に限ります。

手当額

申請時に持参するもの

注意事項

次のときは届け出てください

お知らせお知らせ

■問い合わせ
　☎０８８-８８０-６５６２
■問い合わせ
　☎０８８-８８０-６５６２

令和８年度の児童手当に関す
る現況届の提出

子育て
支援課からの
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